
熊本県立高等学校における学習者用端末取扱要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、令和８年度（２０２６年度）以降の県立高等学校入学生が使

用する学習者用端末（以下「端末」という。）について、校内ネットワークへの接

続及び学習活動における利用に際し、生徒が遵守すべき事項等を定めることによ

り、安全かつ効果的な学習環境を確保することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）学習者用端末 

次に掲げる購入端末及びリース端末をいう。 

①購入端末 

令和８年度（２０２６年度）以降の入学生が、県教育政策課と端末販売に 

係る協定を締結した事業者から購入した端末をいう。 

②リース端末 

「熊本県立学校学習者用端末等取扱規程」及び「熊本県立高等学校学習者

用端末（経済的困窮世帯等向け）貸出要領」の規定に基づき、県教育政策課

が導入し貸与する端末及びその付属品をいう。 

（２）アプリケーション等 

生徒が学習活動で使用するアプリケーションソフトウェアをいう。 

（３）ＭＤＭ 

不正なアプリケーション等の導入制限やウェブフィルタリング等を行うモバ

イルデバイス管理システムをいう。 

（４）校内ネットワーク 

学習者用端末をインターネット等に接続するために各学校に整備された学習

系ネットワーク（Wi-Fi 環境）をいう。 

（５）学習用アカウント 

県教育政策課が発行する、Google Workspace for Education 等へのログイン

に使用する個別アカウントをいう。 

 

（生徒の責務） 

第３条 生徒は、端末の利用に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

（１）端末は毎日自宅に持ち帰り、家庭において充電を行うこと。ただし、学校が

認めた場合に限り、校内での充電を許可する。 

（２）端末の売却、廃棄及び第三者（他の生徒を含む）への貸出をしてはならな 

い。 

 



（３）ＯＳ及びアプリケーション等は、動作に支障がある場合を除き、常に最新の

状態に更新すること。 

（４）学習活動に関係のないアプリケーションの利用やウェブサイトへのアクセス

をしてはならない。 

（５）ＳＮＳの利用については、氏名や写真の流出等による個人情報漏洩のリスク

を鑑み、利用してはならない。 

 

（アプリケーション等の制限解除の手続き） 

第４条 学習活動に必要でありながらダウンロードが制限されている場合は、次の

手順により制限の解除を申請するものとする。  

（１）生徒は、クラス担任へ利用希望を申し出る。 

（２）担任はＩＣＴ担当教員と協議の上、専用フォーム（別表）により県教育政策

課へ申請を行う。 

（３）県教育政策課は申請内容を審査し、妥当と判断した場合は制限を解除し、当

該学校を含む全県立学校へ通知する。  

２ 前項の手続きにより制限を解除したアプリケーション等をリース端末へ導入す

る場合、「熊本県教育委員会の所管に属するデジタル化の推進及び電子計算機等の

管理に関する規程」第２条に基づく電子計算機等の導入協議及び「パソコン等へ

のソフトウェア等の導入に係る適切な取扱いの徹底について」（令和５年(２０２

３年)９月１１日付け教政第６４８号教育政策課長通知）下記１（２）に基づく県

予算以外の財源又は無償でのソフトウェア等導入に係る事前協議を省略すること

ができる。 

ただし、導入前に同通知下記２（２）に基づく「アプリケーションソフトウェ

ア導入申請書（様式第１号）」を県教育政策課へ提出しなければならない。 

 

（校内ネットワークに関する事項） 

第５条 校内ネットワークの利用期間は、本校に在籍する期間とする。 

２ 接続に当たっては、県教育政策課が指定するネットワーク名（ＳＳＩＤ）を使

用するものとする。 

３ インターネット通信は、セキュリティ確保のため県が導入したウェブフィルタ

リングを経由するものとする。  

４ コンピュータウイルス等の感染が疑われる場合は、直ちにネットワーク接続を

停止し、担任へ報告すること。なお、学校は速やかに県教育政策課へ報告を行わ

なければならない。 

 

（学習用アカウントに関する事項） 

第６条 生徒には、県教育政策課が発行する学習用アカウントを貸与する。  

２ アカウントは在籍期間中のみ有効とし、卒業や退学時には県教育政策課が削除

するものとする。  

３ 貸与されたアカウントを本人以外の者に使用させてはならない。  



４ 県教育政策課は、セキュリティ維持及び学習活動の充実を目的として、利用履

歴等の情報を取得・管理することができる。  

５ 不適切な利用が認められた場合、県教育政策課は当該生徒のアカウントの利用

を停止することができる。 

 

附 則 

この要領は、令和８年（２０２６年）４月２１日から施行する。 

 

 

別表 

 

 

 

 

 

 

 

【URL】専用フォーム 

https://forms.gle/t6wneig8rUhsW7fY6 


